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財産債務調書制度がスタート 

 一定以上の所得や財産を持つ人が提出を求め

られる保有資産目録「財産債務明細書」が、今年

から「財産債務調書」と名を変えて再出発します。

記載対象となるのは 27年 12月 31日時点での保

有財産、初回提出期限は３月 15日です。「調書」

制度のスタートによって、国はより具体的に、富裕

層の資産状況を把握するようになります。 

 

 従来の「財産債務明細書」は、年間の所得が２

千万円超の人を対象としたものでした。新たな

「調書」では、提出対象者が「所得２千万円以上

かつ、財産の価額が３億円以上か金融資産の価

額が１億円以上」となります。対象者の範囲は狭

まることになり、これまで提出対象となっていても、

今後は不要となるケースもあり得ます。 

 

 ただし提出対象者となったときには、「明細書」

よりも、さらに具体的な資産の内容を記載せねば

なりません。これまでは 10万円以上の財産や債

務の細目や価額などを目録にして確定申告書に

添付させるものでしたが、「調書」では、不動産、現金、

預貯金、有価証券、貸付金、書画骨とうなどの美術品

や貴金属類、リゾート施設の会員権などあらゆる財産

を対象に、それぞれについて、事業用か否か、不動産

の面積や戸数、有価証券の銘柄、価額、所在などを

詳細に記載することが求められます。 

 

 またこれまでの「明細書」は誤記載や未提出に対し

ての罰則規定などがないことから、対象となっていても

「提出したことがない」という人が多いという制度でした。

そこで「調書」では、提出率を高めるため、記載した財

産について過少申告があった時に過少申告加算税を

５％軽減し、逆に提出していなかった場合や記載され

ていなかった場合には５％加算するという特例措置が

盛り込まれました。 
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当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 
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skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                
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